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成果報告書

岐阜県安八郡安八町

特定非営利活動法人ＮＰＯ総合体操クラブ

持続可能な部活動の運営と、教員の負担軽減の両方を実現する。
吹奏楽部の休日の部活動へ地域クラブから専門の知識や技術を要する指導者を派遣
し、部活の質の向上と教員の負担軽減を実現する。初年度はお試し期間とし、年間5
回程度の地域移行を実施し、保護者や教員へ本事業の趣旨を理解度を高める

登龍中学校音楽室
東安中学校音楽室
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活動概要

文化部のみではなく、運動部も含めた部活動の地域移行に関する説明会・アンケート・
パイロット事業を行う。教員は指導の場合は地域指導者としてカウントするため時間数
は9時間減少。しかしながらコロナの影響で予定回数が出来なかった。

○本事業による成果

⽇（曜） 内容 場所
1 4⽉28⽇（⽔） 安⼋町⼩中学校⻑へＮＰＯ総合体操クラブより事業説明 ハートピア安⼋
2 5⽉6⽇（⽊） 町教育委員会・校⻑会にてＮＰＯ体操クラブより詳細説明 町中央公⺠館
3 5⽉7⽇（⾦） 安⼋町教育委員の会にてＮＰＯ体操クラブより事業説明 町中央公⺠館
4 6⽉24⽇（⽊） 町教育委員会とNPO体操クラブと詳細打ち合わせ 町中央公⺠館
5 7⽉6⽇（⽕） 第1回地域運動部活動推進会議 岐⾩県総合教育センター

6 7⽉13⽇（⽕） 地域部活動スタートアップ会議（教員と外部指導者の顔合わせ） OKB体操アリーナ
7 7⽉26⽇（⽉） 登⿓中学校部活動保護者会⻑会 登⿓中学校
8 10⽉4⽇（⽉） アンケート調査内容に関する打ち合わせ 登⿓中学校
9 11⽉8⽇（⽉） 説明会に向けて打ち合わせ 町中央公⺠館
10 11⽉9⽇（⽕） 部活動担当教員・保護者代表説明会 町中央公⺠館
11 11⽉12⽇（⾦） 福岡県教育委員会視察対応 OKB体操アリーナ
12 11⽉16⽇（⽕） 第２回地域運動部活動推進会議 ⻑良川スポーツプラザ

13 11⽉27⽇（⼟） 登⿓中吹奏楽部パイロット事業① 登⿓中⾳楽室
14    〃 県教育委員会視察対応   〃
15    〃 東安中吹奏楽部パイロット事業① 東安中⾳楽室
16 12⽉3⽇（⾦） 保護者説明会に関する打ち合わせ 町中央公⺠館
17 12⽉7⽇（⽕） 登⿓中学校新⼊⽣説明会にて事業説明 登⿓中学校
18    〃 部活動週末地域移⾏に関する保護者・社会⼈指導者説明会 町中央公⺠館
19 12⽉8⽇（⽔） 東安中学校新⼊⽣説明会にて事業説明 東安中学校
20 12⽉19⽇（⼟） 登⿓中吹奏楽部パイロット事業② 登⿓中⾳楽室
21    〃 東安中吹奏楽部パイロット事業② 東安中⾳楽室
22 1⽉6⽇（⽊） ⽻島市教育委員会相談対応 OKB体操アリーナ
23 1⽉15⽇（⼟I 登⿓中吹奏楽部パイロット事業③ 登⿓中⾳楽室
24 1⽉27⽇（⽊） 令和3年度の報告と令和4年度の⽅向性について話し合い 町中央公⺠館
25 2⽉24⽇（⽊） 第3回地域運動部活動推進会議 岐⾩メモリアルセンター

令和3年度 部活動地域移⾏に関する会議及びパイロット事業 報告



















○児童・生徒への指導に関する工夫

・コロナ禍でのしどうなので、なるべくパートごとに場所を変えたり、話すときはマスク着用。
・基礎を繰り返し行うこと
・数少ない指導なので、質問等を多くする

○運営上の工夫

・アンケートは直接事務局へ回答が来るように、オンラインで行った。
・結果は全てフィードバックした
・コロナの関係で、すこしでも人数を少なくするために、大学生のパートリーダーは途中から中止し、和田先生1
人の指導とした（学校側の要望）
コロナのまん延防止期間が長く、部活動がほとんど中止となったことで、臨機応変に対応することになった



募集方法

指導者

移動手段

活動費用

スケジュール

保険加入等

○令和5年度からの学校部活動の段階的な地域移行に関する方針・計画

1、場所の問題
　・校舎内のセキュリティー問題を解決するために、学校外での活動とする。候補地として、登龍中は「中央公民
館大ホール」で、東安中は「結会館」で楽器常駐させて活動ができそうである。これによって、教員が必ず出なけ
ればならないとう縛りがなくなる。
2、指導者の問題
　・登龍中は、大垣女子短期大学の佐溝先生にい願いできるが、パートごとの指導者は岐阜交響楽団等からお
願いする事になり、保護者負担は高額となる。
　・東安中は、西川先生が吹奏楽専門の教員であり、移動がない限りは引き続き指導されるが、地域指導者カ
ウントにしたところで過重労働問題は解決されない。
３，教員の問題
　・学校部活は移動があっても誰かが担当すれば部活動が無くなることはないが、地域に出した場合、指導して
いる教員が移動すればたちまち指導者不在で地域部活は出来なくなる。それを防ぐためにも、教員は勤務校で
は指導しない、もしくはセカンド指導者となるべきと考える。指導したい教員は、居住地の地域指導者として活躍
してもらいたい。

○継続的な運営に関する課題

1、場所の問題
　・校舎内の音楽室等を使う場合、セキュリティーの問題で教員が不在では不可能である。
2、指導者の問題
　・今年度指導していただいた朝日大学吹奏楽部の和田先生が、県の吹奏楽連盟の理事長に就任されたこと
から特定の学校を指導することが不可能となり、次年度からはお願いできなくなった。
　・パートごとに指導される方々はこれで生計を立てていらっしゃる方もみえて謝金が高額となる
３，教員の問題
　・教員が地域の指導者として参加することで、教員の勤務時間にカウントされず、表面上は働き方改革の低を
なしているように見えるが、実際は教員の過重労働は変わらないので意味がない。
　・国の方針では、やりたい教員は引き続き地域指導者として指導できるとあるが、指導できる教員がいるところ
は他の指導者は入らない。しかし、教員は移動することもあり、その場合は指導者不足で部活動が成立しないこ
とになる。

JSCCスポーツ安心保険（年額1,200円）に加入
楽器運搬時は別途保険加入

学校での通知、PTA総会等での保護者への通知、チラシ作成

大垣女子短期大大学　佐溝先生
岐阜交響楽団等による専門指導（パート指導）
教員が地域指導者となって担当
地元愛好家による指導

学校からそれほど距離がないので、通常の登下校と同様にする。
保護者送迎もあり。

クラブ年会費　5,000円＋保険料（1,200円）
それに加えて部費を徴収。
指導者数によって金額が決まるが、半期で1万円位になる予定。
施設使用料は減免となる
その他、大会等への楽器運搬等は随時徴収

活動は週末土日のいづれか１回で月４回（中学校部活動指針をj順守）
平日も地域へ移行されれば週４回となる（平日３日）



【活動の様子（写真添付）】


